
新しい時代を切り拓く実践経営情報紙

発 行 久保総合会計事務所
〒536-0006

大阪市城東区野江4丁目11番6号
TEL（06）6930-6388  
FAX（06）6930-6389

第189号 平成28年 12月 6日(火)

配偶者控除の上限150万円に引上げ
今後の焦点は夫の年収制限の額

女性の就労を抑制しているとの指摘がある配偶者控除の見直しは、「小幅」に止
まりそうだ。政府・与党は配偶者控除について、働き方にかかわらず対象にする
「夫婦控除」への衣替えを検討してきたが、来年度税制改正ではいったん見送り、
現在「103万円」とされている年収制限を引き上げるなど小幅の見直しに方向転
換する見込み。
偶者控除は、年収103万円以下（給与収入）の配偶者がいる場合に、年間38万円
の所得控除が受けられる制度。配偶者の収入が103万円を超えると配偶者特別

控除に切り替わり、配偶者の収入増加に伴って、世帯主の収入からの控除額が
縮小する。夫がサラリーマン、妻がパートの世帯などでは、夫の所得軽減の恩恵
キープのために、妻が年収103万円を超えないよう勤務時間を抑制する傾向が指
摘されており、「103万円の壁」とも言われている。
政府・与党は、所得税の配偶者控除の対象を「年収103万円以下」から「年収150
万円以下」に引き上げる方向で最終調整に入った。2017年度税制改正大綱に盛
り込み、2018年１月からの実施を目指す。150万円までは配偶者控除と同様に38
万円の所得控除が受けられ、150万円を超えても徐々に控除額が減っていく仕組
みとする。

ただし、控除枠を引き上げれば税収が減るため、配偶者控除に年収制限を設け、
年収が一定以上の世帯は適用から外して財源とすることも検討される。どのよう
な年収制限となるかが今後の焦点となる。


